
春 春 春 笠松 笠松 笠松 まつり まつり まつり 
　かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」が3月25日から4月14日まで開催
されました。 
　桜の名所である奈良津堤とライトアップ会場の笠松みなと公園には、桜の開花を待ちわびた
たくさんの人が訪れ、大勢の家族づれやグループが満開となった桜を楽しんでいました。 
　13日には、本町通りで「笠松陣屋市」があり、フリーマーケットや町商工会青年部によるふれあ
い子ども広場や女性部の駄菓子販売に大勢の人が集まりました。また、夕方からは産霊神社で
「宵まつり」があり、町内みこし奉納やマジックショーなどが行われました。 
　14日に予定されていた「本まつりオープニング」や「大名行列お奴」は、あいにくの天気のため
中止となりましたが、一部の地域では町内みこしが実施され、威勢の良い掛け声とともに華やか
に飾り付けられたみこしが町内を練り歩きました。 

笠松みなと公園で満開の桜を楽しむ花見客 産霊神社での宵まつり 

多くの来場者でにぎわう陣屋市 町商工会青年部によるふれあい子ども広場 

町内に響く威勢の良い掛け声 兒神社へ奉納される町内みこし 

ごみを減らしましょう　～金物ガレキ・燃える大型ごみの分別ルール～ 

　笠松町では、偶数月に「金物・ガレキ」、奇数月に「燃える大型ごみ」を回収しています。 
　「資源とごみのカレンダー」で回収日を確認し、分別ルールを守って出してください。 
　なお、少量であっても事業活動に伴って発生したごみは町内のごみステーションに出すことはで
きません。 

金属、ガラス、陶器、電化製品などの燃えないもの 
ビデオデッキ、プリンター、自転車、フライパン、かさ、茶碗、なべ、板ガラス、スプリングマット、
哺乳瓶など 

（例） 

金物・ガレキ 

長さ30cm超、厚さ3cm超の燃えるもの 

ステーションで回収できないものの処分方法 

布団、ベッドマット（スプリングマットは除く）、じゅうたん、木製家具、木の枝、ホース、バケツ
などの大きめのプラスチックなど 

※長い木の枝は2m程度に切りそろえ、回収しやすいよう紐でしばって出してください。 
　小枝や葉は袋に入れて出してください。 

■事業活動に伴って出たごみ 
　町の許可業者に依頼してください。（許可業者の連絡先は環境経済課へお問合せください） 
■タイヤ、畳、ピアノ、消火器、農薬など 
　それぞれ取り扱っている販売店や専門業者にお問合せください。 
■家電リサイクル法対象家電品 
　（エアコン・室外機、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機） 
　リサイクル料金が必要となり、次の3つの処分方法があります。 
①購入店など家電小売店に引き取りを依頼する 
②町の許可業者にリサイクル料金と収集運搬料を支払い、引き取りを依頼する 
③郵便局でリサイクル券を購入し、ご自身で指定引取場所（西濃運輸六条倉庫または佐川
急便岐阜店）へ持ち込む 

■家庭用パソコン 
　環境経済課で家庭用パソコンの回収を行っています。 
　※ただし、ノートパソコン、デスクトップパソコン本体、液晶ディスプレイのみ 

※金属（金物・ガレキ）と木（燃える大型ごみ）の複合物で、容易に取り外しできないものは、比率の
多い方に出してください。 
　（例）木製の机で脚は金属の折りたたみ机　⇒　燃える大型ごみ 
※電源を入れて使うものは金物・ガレキに出してください。 

（例） 

燃える大型ごみ 

【問 合 先】 環境経済課　蕁388‐1114
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